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　特別研修は、社会保険労務士法（以下「法」という。）第13条の3に規定する紛争解決手続代理
業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修です。この特別研修を修了した社会保険
労務士は、厚生労働大臣が行う紛争解決手続代理業務試験（以下「代理業務試験」という。）を受験
することができます。この代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿に合格した旨の付記を受
ければ、法に基づき、特定社会保険労務士として、法第2条第1項第1号の4から第1号の6
までに掲げる紛争解決手続代理業務を行うことができます。

「特別研修」申込要領の入手方法

　次の⑴または⑵のいずれかの方法で申込要領を入手してください。（6月23日（月）
から配布いたします。）
※　申込要領の配布は、受講を申し込まれる方のみに限らせていただきます。

⑴　「「第4回（平成20年度）特別研修」申込要領送付請求書」に必要事項を記入のうえ、
下記、連合会試験センターあてに郵便またはファクシミリによりご送付ください。
ご請求に基づき申込要領をお送りいたします。
※　郵便による送付の場合、お手数ですが、封筒表面に「申込要領請求」と朱書きして
ください。

※　送付先の誤記載、郵便事故等による請求書の未着には、一切責任を負いかねます
ので、請求書送付後、1週間を経過してもお手元に届かない場合は、下記連合会試
験センターあてご連絡ください。

⑵　都道府県社会保険労務士会（以下「都道府県会」という。）の窓口においても配布し
ておりますので、所属都道府県会の窓口において入手してください。

連合会試験センターのあて先

	 〒103-8347
	 東京都中央区日本橋本石町3-2-12　社会保険労務士会館5階
	 全国社会保険労務士会連合会 試験センター（「特別研修」担当）
	 FAX	 03-6225-4883
	 TEL 	03-3231-7061

  第4回（平成20年度）
「特別研修」受講のご案内
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特
別
研
修
の
概
要

1　

中
央
発
信
講
義（
30
・
5
時
間
）

　
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す
る
研
修
と
し
て
、
憲
法
を
基
本

と
す
る
法
の
体
系
の
中
で
、
個
別
労
働
関
係
法
の
制
度
及
び
理
論
を
理
解
さ
せ
、
ま
た
、

個
別
労
働
関
係
紛
争
解
決
手
続
代
理
人
と
し
て
の
倫
理
を
確
立
さ
せ
る
た
め
、
以
下
の
科

目
に
つ
い
て
講
義
を
行
い
ま
す
。

　
講
義
の
内
容
は
全
国
同
一
の
も
の
と
す
る
た
め
、
ビ
デ
オ
を
視
聴
す
る
形
式
で
行
い

ま
す
。

　
講
師
は
、
学
識
経
験
者
及
び
弁
護
士
等
で
す
。

〔
科
目
〕

　
⑴
　
特
定
社
会
保
険
労
務
士
の
果
た
す
役
割
と
職
責

…
…
…
…
…
…
…
…
…

0
・
5
時
間

　
⑵
　
専
門
家
の
責
任
と
倫
理

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
時
間

　
⑶
　
憲
法（
基
本
的
人
権
に
係
る
も
の
）
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
時
間

　
⑷
　
民
法（
契
約
法
、
不
法
行
為
法
の
基
本
原
則
に
係
る
も
の
）
……
…
…
…
…
6
時
間

　
⑸
　
労
使
関
係
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
時
間

　
⑹
　
労
働
契
約
・
労
働
条
件

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8
時
間

　
　
①
労
働
契
約
総
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
3
時
間
）

　
　
②
賃
金
体
系
と
労
働
条
件
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
　
③
労
働
時
間
・
割
増
賃
金
等
と
健
康
上
の
安
全
配
慮
義
務
………
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
⑺
　
個
別
労
働
関
係
法
制
に
関
す
る
専
門
知
識
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
時
間

　
　
①
退
職
、
解
雇
、
雇
止
め
等
雇
用
終
了
の
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
　
②
男
女
均
等
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
非
正
規
雇
用
の
問
題
…
…
…
…
…
…

　
　
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
⑻
　
個
別
労
働
関
係
紛
争
解
決
制
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2
時
間

2　

グ
ル
ー
プ
研
修（
18
時
間
）

　
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
お
け
る
書
面（
申
請
書
及
び
答
弁
書
）の
作
成
に
関
す
る
研
修
と

し
て
、
受
講
者
が
10
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士
が
リ
ー
ダ
ー

と
な
り
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
行
う
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
に
関
す
る
申
請
書
や
答
弁
書
の
起

案
等
を
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
行
い
ま
す
。

3　

ゼ
ミ
ナ
ー
ル（
15
時
間
）

　
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
手
続
き
に
関
す
る
研
修
と
し
て
、
紛
争
解
決
手

続
代
理
業
務
を
行
う
上
で
の
実
践
的
な
能
力
を
涵か

ん

養よ
う
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ケ
ー
ス
・

ス
タ
デ
ィ
ー
を
中
心
に
申
請
書
及
び
答
弁
書
の
検
討
、
争
点
整
理
、
和
解
交
渉
の
技
術
及
び

　

◆
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム（
総
時
間
数
：
63
・
５
時
間
）

第
4
回

（
平
成
20
年
度
）
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代
理
人
の
権
限
と
倫
理
等
に
つ
い
て
ロ
ー
ル
プ
レ
ー
等
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
行
い
ま
す
。

　
原
則
と
し
て
受
講
者
50
人
を
1
ク
ラ
ス
と
し
て
、
講
師
に
よ
る
講
評
並
び
に
双
方
向
の

講
義
を
行
い
ま
す
。

　
講
師
は
、
弁
護
士
で
す
。

1　

中
央
発
信
講
義
及
び
グ
ル
ー
プ
研
修　

〔
開
催
期
間
〕	

平
成
20
年
9
月
27
日（
土
）
～
11
月
9
日（
日
）

〔
開 

催 

地
〕	

右
記
期
間
内
に
、
47
都
道
府
県
社
会
保
険
労
務
士
会（
以
下「
都
道
府
県
会
」

と
い
う
。）に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
日
程
及
び
時
間
等

は
都
道
府
県
会
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
　
中
央
発
信
講
義
及
び
グ
ル
ー
プ
研
修
は
、受
講
者
が
所
属
す
る
都
道
府
県
会（
以
下「
所

属
会
」と
い
う
。）が
実
施
す
る
研
修
を
受
講
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
所
属
会
以
外
の
研

修
を
受
講
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。）

※
　
都
道
府
県
会
で
実
施
す
る
研
修
の
日
程
は
、
ⅵ
ペ
ー
ジ
の
第
4
回
「
特
別
研
修
」日
程

一
覧
（
平
成
20
年
5
月
31
日
現
在
）を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。（
日
程
の
最
新
情
報
を
連
合

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

※
　
研
修
の
日
程
等
は
、
都
道
府
県
会
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
お
申
し
込
み
に
際
し

て
は
、
所
属
会
の
日
程
等
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
日
程
及
び
会
場
等
の
詳
細
は
、

各
都
道
府
県
会
に
直
接
ご
確
認
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

2　

ゼ
ミ
ナ
ー
ル　

〔
開
催
日
時
〕	

平
成
20
年
11
月
21
日（
金
）10
時
～
17
時

	

22
日（
土
）10
時
～
17
時

	

29
日（
土
）10
時
～
13
時

〔
開 

催 

地
〕	

全
国
主
要
12
都
市（
予
定
）

札
幌
、
仙
台
、
さ
い
た
ま
、
千
葉
、
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、
京
都
、
大
阪
、

神
戸
、
広
島
、
福
岡

※
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
所
属
会
が
属
す
る
地
域
の
地
域
協
議
会
の
会
場
で
受
講
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
　
な
お
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
受
講
会
場
を
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ル（
代
理
業
務
試
験
を
含
む
。）は
、現
在
12
都
市
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、

第
5
回（
平
成
21
年
度
）以
降
は
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
都
道
府
県
社
会
保
険
労
務
士
会
の
会
員（
社
会
保
険
労
務
士
）で
あ
っ
て
、
特
別
研
修
を

修
了
し
て
い
な
い
者
。

　
1
、
8 

0 

0
人

※　

申
込
受
付
期
間
外
（
期
間
前
後
）は
、
申
込
受
付
は
い
た
し
か
ね
ま
す
の
で
、
必
ず
受

付
期
間
内
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

◆
研
修
の
日
程
等

　

◆
受
講
対
象
者

　

◆
募
集
人
数

　

◆
申
込
受
付
期
間

　

平
成
20
年
6
月
23
日（
月
）
～
7
月
11
日（
金
）（
期
限
厳
守
。
当
日
消
印
有
効
）
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　（
消
費
税
込
み
。教
材
代
金
を
含
む
。参
考
図
書
等
の
代
金
は
除
く
。）

※
　
食
事
代
、
交
通
費
及
び
宿
泊
費
、
ま
た
、
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
試
験
の
受
験
手

数
料
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

※
　
受
講
申
し
込
み
後
に
申
し
込
み
を
取
り
消
す
場
合
は
、
速
や
か
に
連
合
会
試
験
セ
ン

タ
ー
に
電
話
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
20
年
7
月
14
日（
月
）か
ら
9
月
26
日（
金
）ま
で
に
、連
合
会
試
験
セ
ン
タ
ー

が
受
講
申
し
込
み
の
取
り
消
し
を
承
っ
た
場
合
は
、
受
講
料
の
半
額
を
返
還
い
た
し

ま
す
。

　
　
な
お
、
事
務
処
理
等
の
都
合
上
、
返
還
ま
で
に
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
受
講
料
の
返
還
に
か
か
る
振
込
手
数
料
は
、
取
り
消
し
を
申
し
出
た
ご
本
人

に
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
附
則（
平
成
18
年
3
月
1
日
厚
生
労
働
省
令
第
26
号
）第

2
条
の
規
定
に
基
づ
き
、「
司
法
研
修
第
2
ス
テ
ー
ジ
」の
修
了
者
は
、特
別
研
修
の
一
部（
下

記「
免
除
可
能
科
目
」）を
履
修
し
た
者
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
特
例
に
か
か
る
受
講
料
の
減
額
措
置（
5
、
0 

0 

0
円
減
額
）が
あ
り
ま
す
。

【
減
額
後
の
受
講
料
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
消
費
税
込
み
。教
材
代
金
を
含
む
。参
考
図
書
等
の
代
金
は
除
く
。）

※
　
食
事
代
、
交
通
費
及
び
宿
泊
費
、
ま
た
、
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
試
験
の
受
験
手

数
料
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

※　
こ
の
特
例
に
基
づ
く
減
額
措
置
を
希
望
し
て
受
講
を
申
し
込
ん
だ
場
合
、
以
下
の「
免

除
可
能
科
目
」は
一
切
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
　
減
額
措
置
の
ご
希
望
に
つ
き
ま
し
て
は
、
申
し
込
み
手
続
き
の
際
に
承
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は「
申
込
要
領
」を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

【
免
除
可
能
科
目
】（
30
時
間
）

1　

中
央
発
信
講
義（
12
時
間
）

　
⑹
　
労
働
契
約
・
労
働
条
件
の
一
部

………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
時
間

　
　
②
賃
金
体
系
と
労
働
条
件
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
　
③
労
働
時
間
・
割
増
賃
金
等
と
健
康
上
の
安
全
配
慮
義
務
………
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
⑺
　
個
別
労
働
関
係
法
制
に
関
す
る
専
門
知
識
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
時
間

　
　
①
退
職
、
解
雇
、
雇
止
め
等
雇
用
終
了
の
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
　
②
男
女
均
等
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
非
正
規
雇
用
の
問
題
…
…
…
…
…
…

　
　
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
2
・
5
時
間
）

　
⑻
　
個
別
労
働
関
係
紛
争
解
決
制
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
2
時
間

2　

グ
ル
ー
プ
研
修（
18
時
間
）

　
⑴
　 

申
請
書
及
び
答
弁
書
の
起
案（
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
る
研
究
・
検
討
）

　
※
　
こ
の
グ
ル
ー
プ
研
修
に
つ
い
て
は
、
自
宅
学
習
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
課
題
で
あ
る
申
請
書
及
び
答
弁
書
の
起
案
の
提
出
は
、
こ
の

特
別
研
修
の
修
了
要
件
と
な
る
こ
と
か
ら
、
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
研
修
の
修
了
と

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
特
別
研
修
を
修
了
す
る
に
は
、
研
修
の
全
日
程
に
出
席
し
て
、
す
べ
て
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
受
講
し
、
研
修
内
容
を
十
分
に
理
解
し
た
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
起
案
等
の
必

要
と
さ
れ
る
課
題
す
べ
て
を
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
り

ま
す
。

　

◆「
司
法
研
修
第
２
ス
テ
ー
ジ
」修
了
者
の
特
例
と
受
講
料
減
額
措
置

　

◆
特
別
研
修
の
修
了
認
定
等

8 

0
、
0 

0 

0
円

　

◆
受
講
料

8 
5
、
0 

0 

0
円
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【
研
修
修
了
に
か
か
る
重
要
事
項
】

◎
各
講
義
に
15
分
以
上
遅
刻
し
た
場
合
は
出
席
と
認
め
ま
せ
ん
。
原
則
と
し
て
中
座
は
認

め
ま
せ
ん
。

◎
早
退
し
た
場
合
は
出
席
と
認
め
ま
せ
ん
。

◎
研
修
会
場
の
所
定
の
受
付
場
所
に
て
受
け
付
け
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は
欠
席
と
み
な

し
ま
す
。

◎
連
合
会
は
、
特
別
研
修
を
修
了
し
た
と
認
定
さ
れ
る
者
に
対
し
、「
修
了
証
」を
交
付
い

た
し
ま
す
。

◎
連
合
会
は
、受
講
者
の
受
講
態
度
が
著
し
く
不
良
で
あ
る
と
き
は
、当
該
受
講
者
に
対
し
、

受
講
の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
受
講
中
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
受
講
者
は
、
そ
の
時
か
ら
、
今
回
の
特
別
研
修
の
す
べ
て
の

研
修
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
受
講
中
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
受
講
者
に

対
し
て
は
、
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
今
回
の
特
別
研
修
の
受
講
料
は
返
還
い
た
し

ま
せ
ん
。

　「
申
込
要
領
」の
請
求
及
び
受
講
申
し
込
み
に
よ
り
、
ご
提
供
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、

当
連
合
会
の「
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
」に
基
づ
い
て
適
正
な
取
り
扱
い
に

努
め
ま
す
。

　
な
お
、
個
人
情
報
は
、
本
研
修
の
実
施
に
か
か
わ
る
受
講
者
名
簿
等
の
資
料
の
作
成
、

通
知
文
書
の
発
送
、
そ
の
他
研
修
の
実
施
に
必
要
な
事
項
の
た
め
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
ま
た
、
本
研
修
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
範
囲
内
で
、
受
講
者
名
簿
等
を
都
道
府
県
会

紛争解決手続代理業務試験

　特別研修を修了した社会保険労務士は、社会保険労
務士法第13条の 3の規定に基づき、厚生労働大臣が
行う紛争解決手続代理業務試験を受験することができ
ます。
　なお、第 4回（平成 20年度）紛争解決手続代理業
務試験の詳細につきましては、9月下旬に公表される
予定です。

　

◆
受
講
中
止
の
措
置

　

◆
個
人
情
報
の
取
り
扱
い

　

◆
聴
講
制
度
に
つ
い
て

に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
法
令
に
基
づ
く
場
合
等
を
除
き
、

個
人
情
報
を
第
三
者
に
開
示
、
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
特
別
研
修
は
、
新
規
受
講
者（
社
会
保
険
労
務
士
）が
受
講
対
象
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

す
で
に
特
別
研
修
を
修
了
し
て
い
る
方
で
、
第
四
回（
平
成
二
〇
年
度
）紛
争
解
決
手
続
代

理
業
務
試
験
を
受
験
希
望
の
方
を
対
象
と
し
て
、
聴
講
制
度（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
み
、
一
二
地

域
）の
実
施
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

全国社会保険労務士会連合会　試験センター

 TEL 03－3231－7061（「特別研修」専用ダイヤル）

 FAX 03－6225－4883
 （電話による受付時間　平日9:30〜17:30）

お問い合せ先


